
                         令和 3年 1月 7 日  

  

 関係各位 

  

横浜海上保安部航行安全課  

  

  

   港則法に基づく各種手続の申請書等の様式変更について 

  

 平素から、航行安全行政に対して御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 今般、規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）において、「原則

として全ての見直し対象手続きについて、恒久的な制度的対応として、年内に、

規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、

告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされました。 

 これを踏まえ、港則法（昭和 23年７月 15日法律第 174号）に基づく各種手

続の申請書等の様式において、押印、署名を不要とする等の改正を行うことと

なりました。 

 つきましては、申請書（届）様式の一部について別添のとおり改正を行い、

令和 3年 1月 1日から施行しておりますので、御了知の上、貴関係者に対し周

知方よろしくお願いいたします。 

 なお、改正前の様式による用紙にあっても、当分の間、使用可能であること

を申し添えます。 

  



第１号様式 
 

入 出 港 届 
GENERAL DECLARATION 

 
 

 到着 
Arrival 

 出発 
Departure 

1. 船舶の名称、種類及び信号符字 
Name, Type and Call Sign of ship 

 
 
 

2. 到着港／出発港 
Port of arrival/departure 

3. 到着日時／出発日時 
Date-time of arrival /departure 

4. 船舶の国籍 
Nationality of ship 

 
 
 

5. 船長の氏名 
Name of Master 

6. 前寄港地／次寄港地 
Port arrived from/Port of destination 

7. 船籍港、登録年月日
※
及び船舶番号 

Certificate of registry（Port; Date※; Number） 
 
 
 

8. 船舶の代理人の氏名又は名称及び住所 
Name and address of ship’s agent 

 
 
 
 
 

船舶の運航者の氏名又は名称及び住所 
Name and address of ship’s Operator 

9. 総トン数 
Gross tonnage 

 
 
 

10. 純トン数 
Net tonnage 

11. 港における船舶の位置（停泊地） 
Position of the ship in the port（berth or station） 

 
 
 
12. 航海に関する簡潔な細目（寄港地及び寄港予定地。積載されたままの貨物が荷揚げされる予定の港に下線を付す。） 

Brief particulars of voyage（previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged） 
 
 
 
13. 貨物に関する簡潔な記述 

Brief description of the cargo 
 
 
 
14. 乗組員の数（船長を含む。） 

Number of crew（incl. master） 
 
 
 

15. 旅客の数 
Number of passengers 

16. 備考 
Remarks 

添付書類の枚数
※ 

Attached document※ 
（Indicate number of copies） 

17. 積荷目録 
Cargo Declaration 

 
 

18. 船用品目録 
Ship’s Stores Declaration 

19. 乗組員名簿 
Crew List 

 
 

20. 旅客名簿 
Passenger List 

21. 日付 
Date  

22. 乗組員携帯品申告書 
Crew’s Effects Declaration 

 
 

23. 検疫明告書 
Maritime Declaration of Health 

当局記入欄 For official use 
24. 内航船舶 

 
 
 
 
 
 
 
（注）  1  ※の付されている項目については、記入不要。 

  2  傷病者を緊急の治療のために上陸させる目的で寄港し、直ちに出発する意図を有する船舶については、８.欄のうち「船舶 
の運航者の氏名又は名称及び住所」の記入不要。 

  3  24.欄には、内航船舶に該当する場合のみチェックを付すこと。 
 

Note  1  It is not necessary to fill in the item marked “※” 
  2  With regard to ships calling at ports in order to put ashore sick or injured persons for emergency medical treatment and intending to leave 

again immediately, it is not necessary to fill in “Name and address of ship’s Operator” of the column “8”   
 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。                                            
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